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損害 保 険 会 杜 の 財 務 諸 表 分 析 と そ の 教 育

中 原 章 吉
（駒澤大学）

Ｉ ． は じ め に

現 在、 企 業の 中で、 付加 価 値 計 算 が ど の よ う に 機 能 し て い る の か。 徴 視 的に さ ぐって い こ う

と い う 視 点 か ら、 そ の 第 一歩 と して、 付 加 価 値 計 算 に は もっ と も 関 連が 遠 いと 思 わ れて い た 損

害 保 険会 社 か らと り あ げる こ とと し た。

ま た、 付加 価 値 計 算が 企 業 に お いて 利 用 さ れ、 機 能 して い る 例 は、 従 来の 私 の 付 加 価 値 計 算

の 実 態 調査 （実 証 分 析で は な い） に お い て ｒ経 営分 析」 （財 務 諸 表 分 析と 同 義）
．
に も っ と も 多

く 見 ら れ た こ と か ら、 こ れ を 採 り あ げ る こ と と し た の で あ る 。

そ して、 財 務 諸 表 分 析の 中 で も、 「生 産 性分 析」 に お いて 付 加 価 値 計 算 が 活 用 さ れ て い る こ

と、 ま た
、 「総 合 的 な 財 務 諸 表 分 析」 と く に 「指 数 法」 と よ ば れ る 方 法 で、 採 用 さ れ る 比 率 の

中に、 付 加 価 値 が 導 入さ れ る 可 能 性 が 従 来 多い こと か ら、 こ こ に も 視 点 を あ て る こ と と した。

そ して ま た、 そ う い っ た 会 計上 と く に 財 務 諸 表 分 析と い っ た、 付 加 価 値 会 計 の 教 育 を み る こ

と と し た の で あ る。

皿． 損 害保 険会社 の会計 教育

企業の 会 計担 当者の 会 計 教 育 に つ い て は、 ま ず 企 業 に お ける 会 計 担 当 者の 業 務 内 容 に よ って、

会 計 教 育 の 知 識 内 容 が 限定 さ れる と 考 え ら れ る の で、 業 務 内 容 を 明 確に す る 必 要 があ る。

青 木 茂 男 教 授 の 見 解 ［１９８０ ｒ企 業 の 会 計 教 育 」 ｒ倉 計』 １１７－ ５， ｐｐ．１ － １５］ 、 山 田 勇 治

助 教 授 の 見 解 ［１９８３ ｒ経 理 担 当 者の た め の 会 計 教 育 と そ の 課題」 小川 洌 編 ｒ財 務 会 計 の 展 開』

中 央 経 済 社」 ｐｐ， １８４ －１９３］ 、 そ し て 私 と 山 田 助 教 授 の 実 態 調 査 ［１９８１ ｒ企 業 に お け る 付 加

価 値 会 計と 会 計教 育 に関 す る 予 備 調 査 の 資 料」 駒 澤 大 学 経 済 学 会 ｒ経 済 学 論 集』 １２－ ４， ｐｐ．

９５－１０５コ か ら 企 業の 会 計 担 当 者の 業務 内容 は、 た と え ば 次 の よ う に 分 類 す る こ と が で き る。

① 日常 の 取 引の イ ン プ ッ ト・ デ ー タ の 処 理 や 金 銭 出納 な どの 「基 礎 業 務」

② そ れ 以 上の 業 務 で 特 殊 業 務 を 除 く そ の 企 業 独 自 の 専 門の 業 務 で あ る ｒ専 門 業 務」

③ その 企 業 独 自 の 業 務で は な い 特 殊 な 業 務 と して の 業 務。 す な わ ち 「特 殊 業 務」

１９８１年 （昭 和５６年） に 山 田 助 教 授 と 私 の 共 同調 査 に おい て 回 答を して く れ た１２４社 に 対 し て、

１９８３年 （昭 和５８年） ７ 月 ５ 日 に 行 な っ た 調 査 （回 答５８社、 ４８．３％） の 結 果 を 加 味 し て ま と め て
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みる と
、 こ の 三 つ の 業 務 内 容 に 対 す る 共 通の 知 識 内 容は 次の よ う に な る。

ω 基 礎 業 務 に 対 し て は、 「簿 記」 、 ｒ会 計 学」 、 ｒコ ン ピ ュ ー タ ー の 知 識」

㈲ 専 門 業 務 に 対 し て は、 「 税 務 会 計」 、 「財 務 諸 表 論」 、 「管 理 会 計」 、 「税 務 会 計」 、

ｒ原 価 計 算」 、 「資 金 会 計」 、 ｒ経 営 分 析」

１◎ 特 殊 業 務 に 対 し て は、 「違 結 会 計」 、 ｒ国 際 会 計」、 ｒ付 加 価 値 会 計」

会 計 担 当 者 は、 こ れ を 次 の よ う に 分 ける こ とが で き る。

端１；｛維二
１９８１年 の 調 査 に よ る と、 企 業 の 業 務 内 容 は、 ｒ基 礎 業 務」 、 ｒ専 門 業 務」 、 ｒ特 殊 業 務」 、

に 分 け ら れ る こ と が 確 認で き る。 そ して、 こ の 三 つ の 業 務 に 対 す る 共 通 の 知 識 内 容 も、 表 １に

よ っ て 確 認 で き る。

表 １ 共 通 の 知 誠 内容

Ａ Ｂ Ｃ

基 礎 業 務 に 専 門 業 務 に 特 殊 業 務 に

対 し て １９８１年 １９８７年 対 して １９８１年 １９８７年 対 し て １９８１年 １９８７年

簿 記 （論） １０３ ７２ 税 務 会 計

会 計 学 ９１ ６０ 財 務 諸 表 論

電 算 機 概 論 ５０ ２５ 管 理 会 計

原 価 計 算

経 営 分 析

９６ ７３ 国 際 会 計 ４０ ５９

９４ ５３ 付 加 価 値 会 計 一 １３

８２ ６３

８１ ５３

６８ ４３

損 害保 険 会 社の 会 計 担 当 者 の 業 務 内 容 に よ って、 そ の 知 識 内 容は 限 定 さ れ ると 考 え ら れ る。

損 害保 険 会 社の 会 計 担 当 者 の 業 務 内 容 は、 企 業 全 般と 同 じく 次の よ う に な る。

① 日 常 取 引の 金 銭 出 納 な どの ｒ基 礎 業 務」

② 企 業 独 自 の 專 門 の 業 務 で あ る ｒ専門 業 務」

③ 独 自 業 務 で な い 特 殊 な 業 務 の ｒ特殊 業 務」

損 害 保 険 会 社 の 会 計 担 当 者 の た め の 業 務内 容に 対す る 共 通 知 識 内 容 に つ い て も、 表 １ の 一 般

企 業の 共 通の 知 識 内 容 と、 原 価 計算 を 除い て、 同 様で ある と 考 え ら れ る。

な かで も、 「財 務 諸 表 分 析」 に つ い て は、 ｒ専 門 業 務」 に 対 する 共 通 の 知 識 内 容 に 位 置 づ け

ら れ る と 考 え ら れ る。

損 害 保 険 会 社 の 専 門 業 務 に 対 す る 共 通の 知 識 内 容で ある ｒ財 務 諸 表 分 析」 の “ね ら い’ （分

析 目 的） と し て は、 営 利 企 業と して ｒ収 益 性」 を 考 える け れ ど も、 与 信 業 務 を 行 な う た め に、

ｒ安 定 性」 を 重 視 す る と 考 え られ る。

損 害 保 険 会 社 の 共 通 の 知 識内 容 と して の 「財 務 諸 表 分 析」 は、 与 信 業 務 に 対 す る 貸 付 対 象 会

社 の ｒ総 合 的 分 析 方 法」 が 考え られ る。
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こ の 総 合 的 分 析 方 法 と し て は、 １
，

ｒ資 本 利 益 率 を 中 心 と す る 分 析 方 法」 、 ２
，

ｒ指 数 法」 な ど

が 考 え られ る。 こ の 方 法の 中で、 現 段 階 で は、 「資 本 利 益 率 を 中 心と す る 方 法」 が 最 も 多 い と

考 え ら れ る。

皿． 損害保険会社の経営分析の 実態

損保 会 社に お い て、 財 務 諸 表 分 析 を ど

の よ う に 実 施 して い るか、 利 用 して い る

の か の 実 態を 調 査 した の は 一 昨 年 （平 成

２ 年、 １９９０年） ６ 月２０ 日 発 送 の ア ン ケ ー

ト 調 査 に よ る。 こ の ２ 回 の 調 査 と も に、

そ の ア ン ケ ー ト 調 査 の 対 象 は、 損 害 保 険

会 社２２社 で あ る。 こ れ に 先 立 っ て、 同 様

の ア ン ケ ー ト 調 査 を１９７９年 （昭 和５７年）

に
、 今 回、 前 回の 調 査 同 様に 損 害 保 険 会

表 ２ 調 査方 法

ｌ１１ 調 査用 紙 郵 送 に よ るア ンケ ー ト 調 査

＜ 第 １ 回 ＞１９７９年 （昭 和５４年） ３月 中 旬 ～ ４ 月

下 旬 発 送、 ６月 上旬 お よ ぴ ６ 月 下 句

に 未 回 答 会 社 全 社に 対 して 督 促 状 を

発 送 し た。 調 査 会社 数 は１９７９年 （昭

和５４年） １月 １ 日 現在。

＜第 ２ 回 〉１９９０年 （平 成 ２ 年） ６月２０日 発 送、

調 査 会 社 数 は１９９０年 （平 成 ２ 年） １

月 １ 日 現 在。

＜第 ３ 回 ＞１９９１年 （平 成 ３ 年） ８ 月１２日 発 送、

調 査 会 社 数 は１９９１年 （平 成 ３ 年） １

月 １ 日 現 在

社２２社 を 対 象と して 行な い、そ の 結 果は、ｒ損 害 保 険 研 究』 ４１巻 ３ 号（１９８０年 ３ 月 ）に 公 表 した。

表 ３ 調 査 会 社 の 内 訳

上 場 会 社 非 上 場 会 社

会社数
回収会社

会 社数
回収会社

（％） （％）

第 第 第 第 第 第
１ ２ ３ １ ２ ３

回 回 回 回 回 回

１０ ８ ７ ３ ３ ３
（ （ （ ※

７
（ （ （

元 受 およ び 再 保 険 １３ ７７ ６２ ５４ ４３ ４３ ４３

％ ％ ％ ％ ％ ％
） ） ） ） ） ）

※ 相 互 会 社 ２ 社

再 保 険 専 業 ｌＯ ０ ０ Ｏ ２ が 含 ま れ て い
る 。

表 ４ 財 務 諸 表 分 析 の 実 施

第 １回

第 ２ 回

第 ３ 回

１９５５年 以 前 １９５６年 以 降 年 度 不 明 実施会社計

８ （５７％）

ｌ１ （８５％）

８ （５７％）

実 施 せ ず

財 務 諸 表 分 析 を 実 施 し て い る 損 害 保 険 会 社 は 表 ４に あ る よう に、 ５７％ ～８５％ の 会 社 が し て い

る こ と が わ か る。
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表 ５ 財 務諸 表 分 析 の 対 象

第 １ 回

第 ２ 回

第 ３ 回

自 社

１０ （４３％）

８ （４２％）

融 資 先

５ （２２％）

５ （２６％）

保険取引先

４ （１７％）

２ （１１％）

そ の 他

４ （１７％）

４ （２１％）

（複数回 答あり）

財 務 諸 表 分 析の 対 象 と して は、 表 ５に あ る よ う に、 自 社の 分 析 と 融 資 先 （又 は そ の 候 補） の

信 用 分 析 や 投 資 分 析 と い っ た も の が、 主な 分 析 対 象と なる。 す な わ ち、 損 害 保 険 会 社 は、 自社

の 企 業 診 断 を 行 っ て 経 営 活 動 に 役立 て る か、 保 険 業 務 で 集 っ た 資 金 を 融 資 す る と き の 融資 先選

定 や 証 券 等 へ の 投 資 の た め に 分 析を す る の で ある。

表 ６ 財務 諸 表 分 析 の 目 的 ・ ね らい

第 １ 回

第 ２ 回

第 ３ 回

収益 性分析

８ （１００％）

８ （３５％）

生 産性分析

６ （２６％）

安定 性分析

（流動 性分折）

４ （１７％）

成長性分析

３ （１３％）

そ の 他

２ （９ ％）

損 害 保 険 会 社 も ま た、 営 利企 業と して、 収 益 性 と そ れを 裏 付 け る 生 産 性 を 第 １ に 分 析す る け

れ ど も、 表 ５ に あ る よ う に、 経 営分 析の 対 象 は 自 社の 分 析 と と も に、 融 資 先、 投 資 先 の 選 別を

行 な うた め に、 安 定 性 分析 （流 動 性 分 析を 含 む） を 重 視 す る こ と が わ か る。

表 ７ 収 益 性 分 析 の 方 法

利益増減分析 資 本利 益 率 に
よ る 分 析

損 益 分 岐 点
分 析

そ の 他

そ こ で、 収 益 性 分 析 に つ い て は、 「利 益 増 減 分 析」 と い っ た 実 数 法が 重視 さ れ る と と もに、

「損 益 分 岐 点 分 析」 に よ って、 採 算を 明 確 に し よ う と い う 意 図 が、 融資 先の 分析 に あ た って、

み ら れ る の で あ る。

表 ８ 生 産 性 分 析 の 方 法

従業員
１ 人あ

た りの

付加価
値

１

従 業員
１ 人 あ

た り の

売 上

６

有形固 付 加価
資 本 総資本 労 働

定資産
労 働 値計算

集約度 回転率 装備 率
回転率

分配率
書

生 産 性 分 析 に つ い て は、 「従 業 員 １ 人 あ た り の 売 上」 と い う 能率 測 定、 生 産 性 測 定 に あ た っ

て、 損 害 保 険会 社 に も 適用 が 容 易な 方 法 に 重 点 を お い て い る。
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表 ９ 安 全性 分 析 の 方 法

４３

資金計算書
に よ る

資 金 ぐり 表
に よ る

財 務 比 率

流動比率 当座 比率 固定比率 自己資本比率

４ ４

そ の 他

８ ※

※ 各種 準 備 金 積 立 率

安 全 分 析 に つ い て は、 ｒ自 己資 本 比 率」 に 重 点 を お い て いる こと が わ か る。 ま た 「そ の 他」

と して は ｒ各 種 準 備 金 積 立 率」 に ポ イ ン トが あ る。 い ず れ も、 大 蔵 省の 指 導 の 影 響 が み ら れ る

こ と 顕 著 で あ る。

表１０ 総 合 的 分 析 方 法の 諸方 法
総 合 的 分 析 法 に つ い て は・ こ の

第 １回

第 ２回

第 ３ 回

資本利 益率を 中
心と す る 方 法

指 数 法

４ （ ５０％）

総 合的 分析方法
以外

４ （ ５０％）

１３ （１００％）

１０ （１００％）

１０年 間 の 間 に 辛 数 が 実 施 し て い た

「指 数 法」 を や めて しま っ た こ と

が わ か る。 「指 数 法」 等 の 「総 合

的 分 析 方 法」 は、 そ の 理 念 を 一 般

論 と し て 認 め て い た け れ ども、 実

際 に 適 用 し て み て、 克 服 す べ き 困 難 点 の 多 い こ と に よ っ て、 徹 退 せ ざ る を 得 な か っ た と 考 え ら

れ る。

そ の 困 難 点 と は、 ま ず 比 率 と ウ エイ トの 選 択と い う 点 で、 具 体 的 な 対 応 の 必 要 性 に 迫 られ、

そ れ を 克 服 す る 必 要性 が 早 速 に 出 現す る。

表１１ 指 数 法 で 採 用 す る ｒ比 率」 と ｒウ エ イ ト」

Ａ 社 → 収 支 残 率 … …４０ 増 収 率・・ 一２０ 運 用 資 産 利 回 り・・…・３０

Ｂ 社→ 対 前 年 比 対 正 昧保 険 料比

Ｃ 社→ 特 に ウ エイ トを 与 え て い るも の はな い。

Ｄ 社→ 基 本 的 に は 年 度 ご と に 変 え る こ と はな い が、 指 数 の 読 み 方 で情

勢 の 変 化 に よ る 要 素 を 加 え る こ と があ る。

こ の こ と は、 表１１を 見 る と そ の 理 由の 一 端 を み る こ と が で き る。 「比 率」 も 指 数 法を 採 用 し

て い た損 保 会社 各社 で マ チ マ チ だ っ た の で あ る。 こ れ で は、 指 数 法を 活用 で き た と は い え な い。

「指 数 法」 は 充 分 に 自社 の 分 析 ない し 融 資 先 や 投 資 先 の 分 析 に 活 用 す る よ う な パタ ー ンを 作 る

こ と が 必 要 な も の で あ る。 こ の よ う に 各 社 が マ チ マ チ の 未 熟 の パ タ ー ン し か 持 っ て い な い と い

う こ と は、 各 社の 指 数 法の 活用 が 未 熟 で あ って、 こ れ を、 産 業 標 準 比 率 の 構 成 を 損保 会 社あ る

い は 分 析 対 象会 社 に 適 した もの に 組 み か え て い く こ と か ら 出 発 して、 活 用 す る 段 階ま で 到 達 し

な け れ ば な ら な か っ た の で あ る 。

表１２ 指 数 法 の ｒ標 準 比 率」

表１２を 見 る と、 産 業 標準 比 率 すな わ ち 同 一 産 業

同 一 産 業 内の 諸 企 業 の 平 均 比 率 そ の 他
内 の 諸 企 業 内 の 平 均 比率 は 「指 数 法」 を 使 っ て い

４ （１００％） ０

る 企 業 が 計 算 して い る の を みて も、 この 段 階ま で

に は、 ほと ん どの 企 業 が 計 算 し 利用 し て き た と 考
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え ら れ て い る。

指 数 法を 採用 す る と き の 間 題 点と して、 企 業 の 比率 が 産 業 標 準 比 率を こ える と き、 その ｒ指

数」 が 非 常に 高く な る こと があ る と い わ れ る。

し か し、 表１３に あ る よ う に、 損
表１３ 指 数 法 の 悶 題 の 解決

１１１ 不合理な点 保 会 社 に 関 する 限り、 こ れを ｒ指

企 業の比率カ瀬 準比率をこ える そ の 他 な し 数 法」 の 不 合 理 な 点と し て 挙 げて

０ ２ （５０％） ２ （５０％） い る 損 保 会 社 は な か っ た。 し か も、

１２１ その他の解決法 その 半 教 は 不 合 理 な 点 は な か っ た

調 整 計算 す る 特 に 調 整 せ ず そ の 他 と し て い る 。

１ １ Ｏ こ の 調 査 の 対 象 と な っ た （旦９７９

年 第 １ 回 調 査） 損 保 会 社 と して の 白 社 の 比率 が 産 業 標 準 比 率を こ えて い る か ど う か に つ い て 回

答が な く、 関 心 も 示 さ な か っ た。 「指 数」 が 非 常に 高く な っ た か ど ラ か と い う こ と に も・ 無 関

心 で あ っ た 。

ま た、 不 合 理 な 点 が あ る と し な が ら、 そ れ を 調 整 す る と し た 会 社 は、 ２ 社 の う ち １ 社 で あ っ

た
。

指 数 法の 位 置 づ け を、 比 率 分 析 法 の 中 の 相 互 経 営 比 較の 一 つ と し て 把 握 し て、 損 保 会 社 な い

し、 その 融 資 や 投 資 の 対 象 会 社 の 総 合 的 成績 判 断を す る 財 務 分 析の 第 １ 義 的 な 分 析 と 考 え、 そ

の 主 要な 方 法 の 一 っ と して 把 握 す る と す る 思 考を 損 保 会 社 は 放 棄 し た の で あ る。 ｒ指 数 法」 を

企 業 経 営 の 有 効 な 分 析 方 法 と し て、 利 用 で き る よ う 整 備す る 方 向 を と る 損 保 会 社 は、 第 ２ 回 調

査 （１９９０年） 以 降 は み られ な く な っ た の で あ る。

指 数 法 が ウ オ ー ル に よ っ て１９２８年 （昭 和 ３ 年） に 提 唱 さ れて 以 来、 半 世 紀 を こ す が、 指 数 法

が ウ オ ー ル の 提 唱 し た と き の ア プ リ ケ ー シ ョ ン し か も た ず、 各 業 種、 こ こ で は 損 保 会 社 に 適 用

で き る よ う に 整 備 さ れ た 利 用 パ タ ー ンを 作る に 到 ら ず 挫 析 し た の で あ る。

く り か え し て 述 べ る と、 １９８１年 （昭 和５８年 ７ 月 ５ 日 に 行 っ た 調 査 （回 答５８社、 ４８．３％） ［１９

８３前 掲 ・ 山 田 勇 治、 ｐｐ．１８４～１９３］ の 結 果 を 加 味 し て ま と め て み る と、 こ の 三 っ の 業 務 内 容 に

対 応 す る 共 通 の 知 識 内 容 と して は、

囚 基 礎 業 務に 対 して は 「簿 記」 ｒ会 計 学」 ｒコ ン ピュ ー タ ー の 知 識」

㈲ 専門 業 務に対 し て は ｒ税 務 会 計」 ｒ財務 諸 表 論」 ｒ管 理 会 計」 ｒ原 価 計 算」 ｒ資 金 会 計」

ｒ経 営 分析」

ｌＣ１ 特 殊 業 務 に 対 して は ｒ連 結 会 計」 ｒ国 際 会 計」 「付 加 価 値 会 計」

会 計教 育の 対 象 と な る 会 計 担 当 者 は 新 入 経 理 担当 者と 一 般 経 理 担 当 者 （こ れ を 専 門 業 務

担 当 者と 特 殊 業 務 担 当 者に 分 け る こ と も で き る） が あ る。

１９８１年の 調 査に よ る と、 企 業 の 業 務 内 容 は ｒ基礎 業 務」 ｒ専 門 業 務」 ｒ特 殊 業 務」 に 分 け ら

れるこ と が確 認でき る。 そ して、 この 三 っ の 業 務に 対 応す る 共 通 の 知 識 内 容 も、 表 １ に よ っ て 確



損 害 保 険 会 社 の 財 務 諸 表 分 析 と そ の 教 育 （中 原） ４５

認 す る。

す で に の べ たよ うに、 損 害 保 険 会 社 の 会 計 担 当 者 の 会 計教 育 に つ い て も、 ま ず 損 害 保 険 会 社

に お ける 会計 担当 者の 業 務 内 容 に よ って、 会言撒 育の 知 識 内 容 は 限 定 さ れ る と 考 え られ て い る。

損 害保 険会 社の 会 計 担 当 者の 業 務 内 容 は、 企 業 全 般 と 同 じく、

① 日 常 取 引 の 金 銭 出 納 な ど の 「基 礎 業 務」

② 企 業 独 白 の 専 門の 業 務 で あ る ｒ専 門 業 務」

③ 独 自 業 務 で な い 特 殊 な 業 務 の ｒ特 殊 業 務」

に 分 け ら れ る とす る 点で は か わ り は な い と 考 え られ る。

損 害 保 険 会 社の 会 計 担 当 者 の た め の 会 計 教 育 に つ い て、 損 害保 険 会 社の 会 計 担 当 者 の 業 務 内

容であ る 「基 礎業 務」、 「専 門 業 務」 、 「特 殊 業 務」 は、 損 害 保 険 に 関 す る 業 務を 主と す る が・

内 容 は 平 均 的 な 企 業 の そ れ と 変 る と は 考 え られ な い。

損 害保 険 会 社の 会 計 担 当 者 の た め の 業 務 内 容 に 対 す る 共 通の 知 識 内 容 に つ い て も、 表 １ の 一

般 企 業の 共 通 の 知 識 内 容 と ｒ原 価 計 算 論」 を 除い て、 ほ と ん ど か わ り が な い と 考 え ら れ る。

と く に、 「財 務 諸 表 分 析」 に つ い て は 「専 門 業務」 に 対す る 共 通の 知 識 内 容 に 位 置 づ け ら れ

る と 考 え ら れ る。

損 害 保 険 会 社の 会 計 教 育 に お け る 「財 務 諸表 分析」 の 分 析 目 的 と し て は、 営 利 企 業 と し て

ｒ収 益 性」 を 第 １ の ね ら い と す る け れ ども、 与 信 業 務を 行 う た め に、 「安 定 性」 を 重 視 す る こ

と は 明 ら かで あ る と 考 え ら れ る。

損 害 保 険 会 社 の 会 計 教 育 に お け る ｒ財 務 諸表 分析」 は、 与 信 業 務 を 行 な う こ と か ら、 貸 付 の

対 象 と な る 会 社 か 否 か の 判 定 に ｒ総 合 的分 析 方 法」 を 採 る こ と が 考 え ら れ る。

こ の 総 合 的 分 析 方 法 と し て は、 １． ｒ資 本 利 益 率 を 中 心 と す る 分 析 方 法」 、 ２． ｒ指 数 法」 な ど

が 考 え ら れ る。 こ の 方 法 の 中 で、 現 段 階 で は ｒ資 本 利 益 率を 中 心 と す る 方 法」 が 最 も 有 カ で あ

る と 考 え ら れ る。

損害保 険会 社は、 会 計教 育を 含 む 社 員 教 育 の 教 育 方 法 と して、 講 義 方 式、 演 習 方 式、 Ｏ Ｊ Ｔ、

社 内 外の 通 信 教 育、 現 場 教 育 な どの 方 式を か な り 多 様 に 採 用 して い る と 考 え ら れ る。

ま た、 損 害 保 険 会 社 は、 会 計教 育 を 含 め た 社 員教 育に あた って、 専 用 の 研 修 施 設 を 持 ち、 組

織 的 に こ れ を 運 用 し て い る と 考 え ら れ る。 しか し、 同 時 に、 損 害 会 社 共 同の 教 育 研 修 用 施 設と

して も 使 え る ㈱ 損 保 会 館 を 保 有 し、 損 害 保 険事 業研 究 所 が 組 織 的 に 会 計教 育 を 含 む社 員 教 育 を

担 当 し て い る。

ｌＶ． 損 害保険亭業研究所の会計教育

損 害 保 険 事 業 研 究 所 が 行 な う 損 害 保 険会 社２２社に 対す る 社 員 教 育 は、 大 別 し て 新 入社 員 等 に

対 す る 「基 礎 科」 の コ ー ス と、 ｒ基 礎 業 務」 ば かり で な く、 す で に ｒ専 門 業 務」 に 従 事 して い

る 社 員 に 対 す る 「研 究 科」 の コ ー ス に 分 け られ る。 研 究 科の コ ー ス に つ い て は、 東 京 や 大 阪以
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外に 勤 務 する 社 員 を 主 に 対 象 と して、 「通 信 教 育」 の コ ー スが 設 け ら れて い る。

研 究 科の コ ー ス に 含 め ら れて い る 会 計 教 育 の 科 目に は、 「財 務 諸 表 論」 と 「財 務 諸 表分 析」

が ある。 会社 教 育が 損 害保 険 事 業 研 究 所 に 導 入 さ れ た 十 数 年 前 に は、 ｒ会 計 学」 と ｒ財 務 分 析」

の ２ 科 目 で 発 足 し た。 会 計 学 全 般 と く に 財 務 諸 表の 構 成 を 説 明 す る 講 座 と、 そ れ を 分 析 す る 方

法 等 を 説 明 す る 講 座 で あ る。 そ の 後、 会 計 学の 総 論と い う 内 容 の こ の 第 １ の 講 座 に お い て、 ど

う して も 簿 記 の 説 明 が き わ め て 不充 分 で あ る と い う こ と か ら、 「簿 記」 の 講 座 が 設け られ た の

で あ る。

し か し、 こ の 「簿 記」 の 講 座 は ほん の ２年 ほ どで 消 滅 し て し ま っ た。 初 回 は 聴 講 者が あ った

が、 以 降 激 減 して しま っ た か らで あ る。 以 降に 会 計 教 育 関 係の 講 座 受 講 者か ら聴 取 した こ と か

ら 総 合 す る と、 そ の 理 由 は、 「簿 記」 は す で に 会 計 機 械 と い っ た ブ ラ ッ ク ・ ボ ッ ク ス の 中 に 人 っ

て し ま っ て い て、 そ の 知 識 を 知 らな く と も 財 務 資 料 は 作 成 で き る か ら、 そ して 「簿 記」 講 座で

教 え る 簿 記 は、 コ ン ピュ ー タ ー 化さ れた 損 害 保 険 会 社 で 現 在 使 われ て い る 簿 記で はな い か ら、

こ の 種 の 「簿 記」 を 教 わ る 必 要 は な い、 と い う も の で あ っ た。

以 降、損 害 保 険 事 業 研 究 所の 損 保 会 社 社 員 に 対 す る 会 計教 育の カ リ キ ュ ラ ム は、ｒ財 務 諸 表 論」

と、 財 務 諸 表 の 分 析 を 説 明 す る 「財務 諸 表 分 析」 の ２ 講 座 と な っ て１０年 以 上 を 経 過 して い る。

損 害 保 険 事 業 所 の 研 究 所 の 研 究講 座の こ れ ら 会 計 関 係 講 座 の 損 保 会 社 社員 の 受 講 者 数は、 各

表１４－１ 損保研 受講 者年 令構 成１１１

財務 諸表分析 ２０代 前半 ２０代後半 ３０代 前半 ３０代後半 ４０代前 半 ４０代後半 ５０代前 半 ５０代後半 うち 女子

１９９１ （平 成 ３ 年） ２ （５ ％） １２ （３０％） １ｌ （囎 ％） ６ （１５％〕 ５ （１２．５％ １ （２
．
５％） ３ （７．５％） Ｌ １ （２．５％）

１９９０ （平 成 ２ 年） １ （４ ％） ９ （３６％〕 ５ （２０％） ４ （１６％） ４ （１６ ％〕 １ （４ 影） １ （４ ％〕 ■

■

４ （１６％）

１９８９ （平成元 年） 一 一 一 一 Ｉ 一 ■ 一

１９８８ （昭和６３年） ２ （６％） ｌＯ （２７％） ７ （１９％） ２ （６％） ２ （６ ％） ２ （６％） ３ （８ ％）
不明

６ （１６％）
２ （６％）

１９８７ （昭 和６２年） ４ （１３％） ４ （１３％） ６ （１９％） ３ （ｌＯ％） ６ （１９ ％） ３ （ｌＯ％） ３ （ｌＯ％）
不 明４（１３％

１ （３ ％）
１ （３ ％）

１９８６（昭和６１年） ４ （１蝪） ３ （９％） ７ （２１％〕 ７ （２１％） ５ （１５％） １ （３ ％） ■
不明
５ （１５％）

３ （９ ％）

１９８５ （昭 和６０年） ２ （５．７％） ３ （８．６％） １３ （３７％〕 ６ （１７％〕 ４ （１１．４％ ２ （５．７％） ２ （５，７％） ■ １ （３ ％〕

１９８４ （昭 和５９年） ２ （４．９％） ９ （２２％） ７ （１７％） １２ （２９％） ５ （１２ ％） １ （２，４％） 一
不 明４（９

．
７

１ （２■％）
５ （１２％）

１９８３ （昭 和５８年） ２ （７ ％） ５ （１８％） ７ （２５％〕 ６ （２１％） ３ （１１ ％） １ （３．５％） ｕ 不 明２（７％）

２ （７ ％）
一

表１４－２ 損保研受講 者年 令律 成１２１

財務諸表分析 ２０代前半 ２０代後半 ３０代 前半 ３０代 後半 ４０代前 半 ４０代後半 ５０代 前半 ５０代後半 うち 女子

１鮎 （平成３ 年） 一 一 ’ 一 Ｉ

■

’ 一 一‘

１９９０ （平 成 ２ 年〕 ３ （１２％） ８ （３１％） ４ （１５％） ４ （１５％） ５ （１９ ％） １ （４・％） 一 ３ （１２％）

１９８９（平成元 年） ■ ■ 一 一 一 ■ ■ 一 一

１９８８ （昭 和６３年〕 ５ （１４％） ７ （１９％） １４ （３８％） ７ （１９％） １ （２，７％） １ （２．７％） １ （２，７％） １ （２．７％） ２ （５ ％）

１９８７ （昭 和６２年） ４ （１２％） ７ （２２％） ８ （２５％） ７ （２２窮） ２ （６ ％） １ （３ ％） ２ （６ ％） 一 ６ （１９％）

１９８６ （昭 和６］年） ４ （１１％） ８ （２２．６％） ６ （１６％〕 ｌＯ （２８％） ３ （８ ％） ２ （６ ％） １ （２．８％）
不 明１（２．８

１ （２．
８％）

９ （２５％）

１９８５ （昭 和６０年） １ （３ ％） ８ （２３％〕 ９ （２６％） ６ （１７％〕 ５ （１４ ％） ３ （９ ％） ■ １ （３ ％） ４ （１１．４％）

１９８４ （昭 和５９年） １ （４．３％〕 ５ （２２彫） ６ （２６％） ６ （２６％） ４ （】７ ％） 一 皿
不 明

１ （４．３％）
止

１９８３ （昭 和５８年〕 ７ （３７ 刎 ７ （３７％） ２ （ｌＯ％） １ （５ 窮） 】 （５ ％） ｕ
不 明一 一
１ （５ ％）

跳１㎎ｒ住１け 「全…十生 １※１９８３年は ｒ会計学」
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講と も 毎 回３０名 前 後 で あ る。 年代 別で は、 ２０代 前 半 が ４ ～１３％ で あ る が、 ほと ん ど大 卒な の で

社 員 数 比 率 が 低 い こ と も 考 慮 さ れ な け れ ば な ら な い。 ２０代 後 半 は８，６～３７％ ，
３０代 前 半 は１７ ～

３８％， ３０代 後 半 は ６ ～２９％， ４０代 前 半 が ５ ～１９％ ， ４０代 後 半 が ２．５～１０ ％， ５０代 前 半 が２．７～

１０％， ５０代 後 半 が２．４～１５％ と な っ て い る。 ３０代 前 半 が 最 も 多 く 、 次 に２０代 後 半、 ３０代 後 半 か

ら は 年 代 順 と い え る。 入社 数 年か ら、 １０数 年が 学 習 意 欲 も 高 く、 会 計教 育 の 必 要 性 も 強い こ と

が わ か る。

表１５ 出 身 高 校 の 課 程 （普 通 科 出 身 の 割 合）

１９９１ １９９０ １９８９ １９８８ １９８７ １９８６ １９８５ １９８４ １９８３

３４ ２５ ３０ ３１ ３４ ３５ ４１ ２８
財 務 諸 表 分析

（ｍ ％）（１ｍ ％） （ｍ ％）（９５％）（９３％）（９２％）（９８％）（ｍｏ％）

２６ ２４ ２７ ３６ ３５ １９
財 務 諸 表 論

（ｍＯ％）（９６％）（ｍＯ％）（８５％） （９３％ （ｍ ％）

出 身 高 校 は ほと ん ど普 通 科 で あ る。 従 って 商 業 科 を 出 た こ と に よ って、 す で に 簿 記 な ど の 会

計 教 育 を 受 けて い る 経 験を も つ もの は ほ と ん ど受 講者 の 中 に い な い こと が わ か る。

表１６ 簿 記 学 習 経 験 あ り

１９９１ １９９０ １９８９ １９８８ １９８７ １９８６ １９８５ １９８４ １９８３

財 務 諸 表分 析 ３４％ ２１％

財 務 諸 表 論

３６％ ３６％ ２０％ ４２％

３３％ ３２％ ３３％ ４５％ ４８％

簿 記の 学 習 経 験も２０～４８％ と 平 均 ２ ／ ３ の 受 講 者 が 簿 記を ま った く わ か ら ず に 財 務 諸 表 分析

の 教 育 を 受 け る こ と に な る 。

表１７ 簿記 検 定 資 格 あ り （数字 は 級）

１９９１ １９９０ １９８９ １９８８ １９８７ １９８６ １９８５ １９８４ １９８３

１～２ ２～３ １ １～３ ２～３ １～３ ２～３ １～３
財 務 諸 表 分析

（９ ％ （１６％ （４ ％ （１６％ （１８％ （９ ％ （９ ％ （１４％）

税 理 ２ 級 ～３ ２～３ ２ 級
財 務 諸 表 論

（８ ％） （８ ％）（９ ％） （７ ％） （７ ％）

簿 記の 検 定 資 格を みて も 表１７の よ う に ４ ～１５％ で あ って、 ほ と ん どの 受 講 者 が 簿記 の 知 識が

な い こ と が あ き ら か で あ る 。 表１８＿ １ 大学 で の 専 攻 （財 務 諸 表 分析）

経 済 商 学 経営 法 学 文 学 教 育 理系 商 船 そ の 他

１９９１（平 成 ３ 年） ２５％ １９％ ９ ％ １７％ ３ ％ ’ 一 ９ ％ ．■

１９９０（平 成 ２ 年） ３６％ ７ ％ ■ ３９％ ’ ７ ％ ７ ％ ■ ３．５％

１９８９（平 成 元 年） 一 一 ’ 一 一 一 ■ 一 ．

１９８８（昭 和６３年） ３６％ １６％ １２％ ２４％ ８ ％ ’ ■ 一 ４ ％

１９８７（昭 和６２年） ２９％ １４％ １０％ ３８％ ５ ％ 一 ５ ％ 一 一

１９８６（昭 和６１年） ３１％ １Ｏ％ ■ ２７％ ７ ％ 一 ２５％ 一 一

１９８５（昭 和６０年） ３０％ ３０％ 一 ２２％ 一 ４ ％ ４ ％ 一 ８ ％

１９８４（昭 和５９年） ３２％ ｌ１％ １１％ ２１％ ■ 一 ７ ％ 一 １０％

１９８３（昭 和５８年） Ｉ 一 ’ 一 ‘ 一 ． 一 ’

そ の 他
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表１８－ ２ 大学 で の 専 攻 （財 務 諸 表論）

経 済 商学 経営 法学 文 学 教育 理系 商船 その他

１９９１（平 成 ３ 年） 一 ■ 一 一 一 一 一 一 ■

１９９０（平 成 ２ 年） １７％ ２１％ １３％ ２６％ １３％ ５ ％ ’ ５ ％ ’

期 ９（平 成 元 年） ２８％ ８ ％ ４ ％ ４０％ ４ ％ 一 １２％ 一 一

１９８８（昭 和６３年） １８％ ７ ％ １ｌ％ ３７％ １４％ Ｉ ６．５％ ■ ６．５％

１９８７（昭 和６２年） ２９％ ｌＯ％ ３ ％ ２３％ ９ ％ ■ １３％ 一 一

１９８６（昭 和６１年） ’ 一 一 一 ■ ’ 一 一 一

１９８５（昭 和６０年） １８％ １１％ １４％ ３９％ ３，５％ 一 ７ ％ 一 ７ ％

１９８４（昭 和５９年） 一 一 一 一 ’ ’ 一 ■

１９８３（昭和５８年） 一 ． 一 一 ． 一 一

一

一■

そ の 他

損 保 会 社 の 大 学 で の 専 攻 は、 受 講 者か ら み る 限 り、 多 様 で あ って、 大 学で 会 計 教 育を ほ と ん

ど 受 けて い な い 社 員 も か な り 多 い。 す な わ ち、 経 済 ・ 商 学 ・ 経 営 以 外の 専 攻が５０％ 前 後 も み ら

れ る と い う こ と で あ る。

受 講 者 が 会 計教 育 を 受 けて い た か どう かを みて も、 こ の 傾 向 が 確 認で き る。 表１９、 表２０を み

ると、 会 計 教 育 と く に 経営 分析 の 学 習 経 験は 乏 し い こ と が わ か る。

表１９ 大 学 で の 会 計教 育 受 講 あ り

１９９工 １９９０ １９８９ １９８８ １９８７ １９８６ １９８５ １９８４ １９８３

財 務 諸 表 分 析 ７６％ ６８％ ３６％ ５９％ ３６％ ５０％ ５０％

財 務 諸 表 論 ６９％ ３３％ ４５％ ６１％

５５％

４３％

表２０ 大 学 で の 財 務 諸 表 分 析 ・ 財 務 諸 表 論 受 講 あ り

工９９１ １９９０ １９８９ １９８８ １９８７ １９８６ １９８５ １９８４ １９８３

財務 諸 表 分 析 ４ ％

財 務 諸 表 論

１１％

５５％ ２４％ ３０％ ２９％ １Ｏ％

５ ％

９ ％

す で に 述 べた よ う に、 企 業 の 会 計 担 当 者の 会 計 教 育は、 その 業 務 内 容 に 限 定 さ れ る。 こ の こ

と は、 損保 会 社の そ れ に つ い て も 同 様 と 考え られ る。 そ こ で、 受 講 者で あ る 損 保 会 社 社 員 に そ

表２１－ １ 受 講 理 由 ｒ財務 諸表 分 析」 表２１－ ２ 受 請 理 由 ｒ財務 諸 表 論」

業務 （対
業務 （対

象 企 業 信
深 い 専 門 象 企 業 の 深 い専 門

用 分 析 の
一 般 教 養 知 識 の修 そ の 他 Ｆ／ Ｓ を 一 般 教 養 知 識の 修 そ の 他

必 要 等）
得 み る 等） 得

の 必 要

１９９１ ３６％ ３２％ ５％ ２７％ １９９１ 一 ． ■ ■

１９９０ ３７％ １５％ １９％ ２９％ １９９０ ６２％ １８％ １Ｏ％ 工０％

１９８９ ． Ｉ 一 ＿ １９８９ ２３％ ２５％ ２３％ ２９％

工９８８ ８０％ 一 ２０％ ＿ １９８８ ２６％ 一 一 ７４％

１９８７ ７７％ ９ ％ ９ ％ ４ 脇 １９８７ ５５％ １９％ ６ ％ ２０％

１９８６ ６０％ ３７％ ３ ％ ＿ １９８６ １ ‘ 一 ’

１９８５ ４６％ ２８％ ２６％ 一 １９８５ ６４％ ７ ％ １５％ １４％

１９８４ ４８％ ５ ％ ５ ％ ４２％ １９８４ ５６％ ９ ％ １３％ ２２％
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の 受 講 理 由 を き い て み た。

損 保 会 社 の 社 員 の 受 講 理 由 は、 表２１－ １， ２１ － ２ に あ る よ う に、 「業 務 の た め」 と い う の が

主 な も の で あ る こ と が わ か っ た。 し か も、 そ の 業 務 は、 「財 務 諸 表 分 析」 に 対 し て は、 信 用 供

与 対 象 企業 に 対す る 企 業 分 析 を 中 心 と し た も の で あ る。 あ る い は、 その 方 面 に 対 す る 専 門 知 識

を、 将 来の 担 当 業 務 に 備 えて、 修 得 し よ う と す る 姿 勢が 強い と い う こ とで あ る。

「財 務諸 表 論」 に 対 して は、 財 務 諸 表 を どう み る か と いう こと を、 こ れ も 業 務 上 の 現 在 担当

業 務あ る い は 将 来の 担 当 業 務 に 備 え て 修 得 して おこ う と い う の が 理 由 で あ る。

Ｖ． 損保会社会計教育の 実態

表２２ 社 員 教 育 の 方 法

演 習 方 式

ケー ス

メ ソ ッ ド
そ の 他

講 義

方 式

通 信 教 育

社 内 社 外

現 場

教 育

保 険 会 社の 会 計 担 当 者 の 会 社教

育、 と く に 経 営 分 析 の 教 育 に つい

そ の 他 て は、 す で に 述 べ た が、 こ れ に つ

いて 実 態 を 調 査 し て 確 認 した。

こ の 実 態 調 査 は、 平 成 ３ 年 （１９

９１年） ８月 発 送、 調 査用 紙 に よ る ア ンケ ー ト調 査。 調 査 対 象は、 損 害 保 険 会 社２２社， 回 答 会 社

１１社 で あ る 。

’

損害 保 険 会 社の 社 員 教 育 は、 ほと ん どの 会 社が 多 様な 方 法 に よ って い る。 す な わち、 表２２に

あ る よ う に、 考 え ら れ る ほ と ん ど の 方 式 を 使 っ て い る 。

表２３ 社員教育 の場
ま た・ 損 保 会 社の 社員 教 育

専 用 の 研 修 施 設 賃 貸 施 設 損害保 険事業研修所

表２４ 業 務内 容 の 知 識 内 容 の 限 定

す る し な い そ の 他

の 「場」 は、 各 企 業 専用 の 研

修 施 設 を 使 っ て い る。 専用 の

社 員 教 育 の 建 物 を も って いる

損 保 会 社 も 多 い。（大 手 ４ 社）

次 に、 す で に 述 べ た よ う に、

損 保 会 社 の 業 務 内 容に よ って

会 社 教 育の 共 通 の 知 識内 容 は
、 表２４に 示す よう に 限 定 さ れ る。

ま た、 損 保 会 社 の 会 計 担 当 者の 業 務 内 容 は ｒ基 礎 業 務」 「専 門 業 務」 「特 殊業 務」 に 分 け る

こ と は 認 めて い る が、 そ れ ぞれ の 細 目 に つい て は 確 認 す る に 至 っ て い な い。

表２５に あ る よ う に、 ｒ基 礎 業 務」 、表２５ 共 通 の知 識 内 容

Ａ

基礎業務
に対 して

簿記 （論）

会 計 学

電算機概論

専門業務
に 対 して

税 務 会 計

財務 諸表論

管 理 会 計

経 営 分 析

特 殊業 務
に 対 し て

国 際 会 計

付加価 値
会 計

４

「専 門 業 務」 、 ｒ特 殊 業 務」 の そ れ ぞ

れ に 対 す る 知 識 内容 と して は
、 ほ ぼ 一

般 企 業 と 同 様で あ る。

こ の 知 識 内容 の 中 で、 「財 務 諸 表 分

析」 は どう で あ る か とす る と、 專 門 業
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表２６ 財 務 諸 表 分 析 の 教 育

実 施 せ ず 実 施 し て い る そ の 他（実 施予 定 含 む）

表２７ 分 析 の 目 的

収益性 分析 生 産性分析 安全性分 析 成 長性分析 そ の 他

表２８ 総 合 的 分 析 方 法 の 教 育

資本利 益率を中 心と

す る 分 析 方 法 指 数 法 そ の 他

表２９ ｒ財 務 諸表 分 析」 の 大 学 カ リ キ ュ ラ ム で の 実 施

望 む 望 ま な い そ の 他

表３０ ｒ指 数 法」 の 大 学 カ リ キ ュ ラ ム での 教 育

望 む 望 ま な い そ の 他

務 に 対す る もの と し て 実 施 し

て い る か、 将 来 実 施 を 予 定 し

て い る。

表２７で み る よ う に、 財務 諸

表 分 析 の 目 的 は、 収 益 性 を 中

心 と す る 生 産 性、 安 全 性の 分

析 を 行 う 点 は 一 般 企 業 と か わ

り は な い。

総 合 的 分 析 法 に つ い て は、

ｒ資 本 利 益 率」 を 中 心 と し た

諸 比 率 を 使 っ た 方 法 を と る と

こ ろ が 多 い。

財 務 諸 分 析 を 大 学 で 教 育 す

る こ と に つ い て は、 必 ず し も

賛 意 が 得 ら れて い な い。 こ の

こ と は、 他 の 諸 教 科 ・ 講 座 で

も い わ れ て い る よ う に、 企 業

で 役 立 つ 知 識 内 容 の 教 育 を 企

業が 大 学 に 期 待 して い な い と

い う こ とで ある。 一 般 企 業 に

対す る もの と 同 じ よ う に 損 害

保 険 会 社 も ま た 大 学 教 育 に 期 待 し な い と い う 傾 向 が あ る こ と が わ かる。

た だ、 表３０に あ る よ うに、 総 合 的 な 分 析 方 法、 と く に 指 数 法の 教 育を 大 学 に 期 待 す る こ と は

注 目 す べ き こ と で あ る。

ｗ． む す び

以 上 述 べ て き た よ う に、 損 害 保 険 会 社 を そ の 例 と し た 企 業 の 財務 諸表 分 析は、 その 他の 業 種

の ほ と ん どの 企 業 が 実 施 して お り、 損 害 保 険 会 社 の 財 務 諸 表 分 析 は 白 社、 融 資 先 保 険 取 引 先を

対 象 と し て 行 な わ れ て い る。 そ して ま た 損 害 保 険 会 社 の 財 務 諸 表分 析 は 収 益 性と それ を 裏 付 け

る 生 産 性 分 析、 そ して 安 全 性 を ね らい と して 行な わ れて い る。

収 益 性 分 析 に っ いて は、 収 益 増 減 分 析 と い っ た 実 数 分析、 生 産 性 分 析 に つ いて は、 ｒ従 業 員

１ 人 あ た り の 売上」 に よ って いる。 安 全 性 分 析 に つ い て は、 自 己 資 本 比 率を 重 視 して い る。

総 合 的 分 析 方 法 に つ い て は
、 指 数 法 は この１０年 で 姿 を 消 し て しま い、 ｒ比 率 と ウ エ イ ト」

「標 準 比 率 の か け 方」 な ど 困難 点を 克 服 する に は 到 ら な か っ た と 思 わ れ る。



損害 保 険会 社 の 財 務 諸 表 分 析 と そ の 教 育 （中 原） ５１

財 務 諸 表 分 析 の 教 育 に つ い て は
、

教 育 方 法 と し て は
、 講 義 方 式、 演 習 方 式、 Ｏ Ｊ Ｔ、 通 信 教

育、 現 場 教 育 を 使 い、 専 用 の 研 修 所 を 使 い、 業 務 内 容 に よ っ て、 知 識 内 容 を 限 定 し て い る。 財

務 諸 表 分 析の 内 容 に つ いて は
、 共 通 の 知 識 内 容 を 「簿 記」 、 ｒ会 計 学」、 ｒ電 算 機 概 論」 、

ｒ税 務 会 計」 、 ｒ財 務 諸 表 論」 、 「管 理 会 計」 、 ｒ経 営 分 析」 、 「国 際 会 計」 と み て、 そ の 中

の 専 門 業 務 に 対 す る も の と 考 え られ て いる。

財 務 諸分 表 分析 の ね らい は、 「収 益 性 分 析」 、 「生 産 性 分析」 「安 全 性 分 析」 で あ る。 総 合

的 分 析 方 法 と して は、 独 自の 方 法に よ っ て お り、 大 学 で の 財務 諸表 分析 そ して 指 数 法の 教 育 に

は あ ま り 期 待 して い な い。

損 害 保 険 事 業研 究 所の 教 育 か ら み ると
、 受 講 者 は、 財務 諸表 分 析な ど 会 計 知 識 が 乏 しい こ と

か ら、 損 保 会 社の 業 務、 す な わ ち 自 社の 分 析 や 企 業 の 信 用 分析、 一 般教 養、 深い 専 門 知 識 を 得

る た め に 受 講 し て い る。 そ の こ と か ら み て も、 付 加 価 値 計 算 は、 損 書 保 険 会 社 に お い て、 自

社 な ら び に 融 資 先 企 業 の 財 務 諸 表 分 析を 行な う に あ た っ て、 収 益性 分析 を 裏 打 ちす る た め に、

生 産 性 分 析 と して 利 用 さ れ る の で あ る。


